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ヲ
F
9
絹

J
カ

プ

キ

歌

舞

伎

。

日

五

ヶ

山

に

流

さ

れ

た

。

ヲ

ナ

ガ

尾

長

沼

咋

郁

ω知
院
内
局
長
保
に
鴎
一
ヲ
ノ
ギ
ヒ
ロ
シ
ゲ
小
野
木
麗
霊
逝
橋
治
共
街
。

ず
る
部
許
0

.

一
寛
永
三
年
前
川
利
治
に
仕
へ
、
勝
三
百
.
石
を
受
け
、

ヲ
ナ
ガ
デ
尾
長
出
羽
咋
郡
局
長
の
・
内
の
小
字
。
一
後
.
廷
に
三
百
石
を
噌
し
、
大
小
勝
番
頭
・
御
先
手
物

ヲ
ナ
ガ
ピ
シ
ャ
モ
ン
ド
ウ
尾
長
昆
沙
門
堂
大
一
一

m
・
小
々
一
時
裁
滑
に
任
じ
、
延
資
五
年
夜
。
子
孫
枇

永
六
年
十
周
一
宮
祉
務
晩
年
質
米
銭
納
艇
に
、
コ
ハ
十
一
悦
滞
に
仕
へ
ろ
。

苅
七
刊
品
川
入
文
、
局
長
路
沙
門
堂
永
瑞
山
地
』
と
あ
る
。
一
ヲ
ノ
ギ
ユ
キ
ツ
ネ
小
野
木
之
腐
泌
総
音
丞
・
六

羽
咋
郡
厄
長
村
に
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
一
郎
左
衛
門
・
助
コ
一
。
明
和
入
年
矢
大
昔
之
武
の
治
知

ヲ
ナ
ガ
ホ
尾
長
保
羽
咋
却
に
在
っ
た
。
承
久
一
百
五
十
石
を
m
波
宮
、
御
馬
組
組
に
班
し
、
文
化
八
年

一
一
一
年
往
巡
の
能
脅
附
削
数
日
録
に
、
『
尾
長
保
、
拾
参
一
二
，
丸
御
鹿
式
御
用
鐙
と
な
り
、
機
百
石
を
加
へ
、

町
七
段
市
川
撚
雨
、
承
久
元
年
続
注
川
定
」
と
見
え
る
。
一
十
四
年
残
し
た
。
之
府
の
女
は
前

m持
泰
の
生
母

後
枇
亦
陪
長
保
の
名
を
存
す
ろ
。
一
で
、
後
に
築
操
院
と
い
は
れ
た
。

ヲ
ナ
ガ
ホ
尾
長
保

mm-咋
一
部
内
に
胤
し
、
詳
し
一
ヲ
ノ
ギ
ユ
キ
ヤ
ス
小
野
木
之
安
沼
構
能
六
郎
。

く
は

ω知
院
内
一
陪
長
保
と
い
ひ
、
滞
政
時
代
で
は
、
一
文
化
十
四
年
士
古
川
火
助
三
之
服
的
也
知
二
百
五
十

期
待
新
・
局
長
・
千

m・
袈
分
の
四
よ
刊
を
合
ん
で
日
一
行
世
間
同
ぎ
、
合
間
間
務
行
と
な
り
、
文
政
四
年
入
用
翼

た
。
こ

ω内
装
分
は
天
保
十
四
年
の
新
聞
で
あ
る
。
一
に
二
百
五
十
.
石
を
加
へ
ら
れ
た
。

ヲ
ナ
バ
ラ
女
原

4
ヲ

y
ナ
パ
ラ
女
限
。
一
ヲ
ノ
ザ
キ
尾
の
崎
珠
洲
泌
怒
踏
の
束
に
在
る

ヲ
ノ
小
野
能
美
郡
徳
続
郷
に
鴎
ず
る
部
前
。
一
仰
向
。

ヲ
ノ
小
野
河
柏
泌
一
丸
ケ
庄
に
臨
す
る
郎
軒
。
一
ヲ
ノ
ジ
小
野
寺
白
山
五
院
中
の
一
に
小
野
坂

ヲ
ノ
ガ
マ
小
野
察
能
美
一
榔
小
野
の
肢
蚊
六
右
一
と
あ
り
、
源
不
服
・
説
記
に
小
野
寺
林
と
い
ふ
も
の

衛
門
は
、
製
削
を
本
多
点
世
間
に
例
日
ひ
、
文
政
二
年
初
一
は
、
共
に
小
野
寺
の
腕
在
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
今

め
て
円
村
に
誌
を
起
し
、
.
天
保
元
年
鍋
谷
に
般
.hを
一
江
抑
制
純
繁
寺
村
の
東
か
ら
お
陪
村
に
赴
く
山
際
を

波
見
し
て
か
ら
、
良
闘
の
舷
別
加
古
製
山
川
す
る
こ
と
に
一
小
野
坂
と
い
う
て
ゐ
る
。
寺
院
は
断
絶
し
た
が
、
荷

な
っ
た
が
、
十
二
年
一
針
村

ω治
的
太
夫
が
之
を
誠
栄
一
尾
村

ω箆
土
榊
に
白
山
の
小
前
あ
る
も
の
は
、
こ
の

け
て
経
密
し
た
。
然
る
に
者
太
夫
は
十
政
年
の
後
来
一
寺
の
鋲
守
で
あ
っ
た
ら
う
と
い
は
れ
る
。

を
厳
し
た
の
で
、
六
右
衛
門
は
又
奮
起
し
、
養
子
育
一
ヲ
ノ
タ
-
一
尾
谷
川
幻
石
川
部
大
卒
湖
南
方

右
衛
門
に
製
陶
せ
し
め
、
明
治
五
年
八
十
以
ニ
戯
で
混
一
の
筏
谷
で
、
そ
の
水
平
傑
川
と
な
り
、
ー
内
川
に
注
ぐ
。

し
た
。
後
小
野
附
近
に
陶
窯
の
述
。
に
起
っ
た
の
一
ヲ
ノ
ノ
オ
ホ
イ
ケ
小
野
の
大
池
河
北
部
深
谷

は
、
皆
そ
れ
に
倣
う
た
も
の
で
あ
る
。
一
に
在
る
。
泊
賂
記
に
、
深
谷
の
奥
に
小
野
の
大
池
が

ヲ
ノ
ギ
サ
モ
ン
小
野
木
左
円
筒
附
七
年
父
助
一
あ
り
、
都
楽
を
産
す
る
が
、
滞
侠
の
食
騰
に
供
す
る

巡
の
越
知
百
.
右
を
製
ぎ
、
定
番
御
前
向
魁
組
に
班
し
た
一
得
狼
に
採
る
こ
と
を
得
ぬ
と
あ
る
。

一
が
、
天
明
五
年
十
一
周
出
奔
し
、
十
二
周
越
削
節
弁
一
ヲ
ノ
マ
チ
小
野
町
能
楽
部
千
代
の
内
の
小
字
。

一
で
鮒
へ
ら
れ
、
窃
屋
に
攻
容
せ
ら
れ
、
六
年
五
周
一
二
ヲ
ノ
マ
ツ
リ
斧
祭
羽
咋
郡
鏡
多
紳
祉
に
萄
時

ヲ
ト
l

ヲ
ハ

Z
1
4
1
3
J
H
U
I
H
U
H
2
&
F
φ
n
h
g司
L
L
η
I
H
-
-

行
は
れ
た
祭
儀
で
、
一
に
男
献
と
も
言
う
た
。
一
一
一
周

四
日
石
動
山
の
併
三
人
、
笈
貞
一
入
、
斧
持
児
二
入

賞
祉
に
穏
で
、
中
門
殿
に
於
い
て
七
日
の
別
粛
を
鑓

し
、
跡
前
に
斧
を
持
ち
て
舞
ひ
、
叉
謎
障
を
焚
く
の

例
で
あ
っ
た
。
之
を
柴
般
の
秘
限
と
い
う
た
。

ヲ
バ
タ
ウ
キ
ヨ
ウ
・
小
堀
右
京
矢
九
兵
衛
は
越

中
の
人
。
右
京
は
、
前
田
利
常
の
生
母
蕗
縞
院
と
防

総
あ
る
を
以
て
召
出
さ
れ
、
采
地
漸
く
増
し
て
一
高

石
に
主
り
、
寛
永
十
一
年
波
し
た
。
嫡
子
下
野
七
千

石
を
縫
い
だ
が
、
早
世
し
て
家
断
絶
し
、
養
子
右
京

は
三
千
石
を
配
分
せ
ら
れ
て
、
そ
の
後
長
く
俸
は
っ

た
。ヲ

バ
タ
ウ
へ
Z

小
幡
右
兵
衛
・
駿
河
の
弟
。
天

正
十
入
年
前
削
利
家
に
仕
へ
て
千
五
一
白
石
を
受
け

た
。
子
孫
長
く
滞
に
仕
へ
る
。

ヲ
パ
タ
Z
イ
カ
ン
小
幡
一
氷
閑
挫
献
師
で
陽
日

粛
と
観
す
る
。
そ
の
生
母
が
能
菅
の
人
で
あ
っ
た
録
、

幼
時
間
凶
に
下
。
、
後
に
ま
た
白
岡
山
義
総
に
招
か
れ

た
。
嘗
て
源
氏
物
語
を
抄
し
て
高
水
一
露
廿
入
容
を

若
し
、
ま
た
伊
賀
名
所
程
一
容
を
出
し
た
。
後
者
は

も
と
山
城
・
大
和
と
共
に
三
加
と
し
、
各
そ
の
名
所

を
列
壊
し
て
附
潔
な
る
考
制
限
と
和
紙
と
を
記
し
た
も

の
で
あ
る
が
、
他
の
ご
醤
は
停
は
ら
ぬ
。
永
闘
は
小

幅
氏
で
あ
る
と
い
ふ
が
、
永
原
氏
と
す
る
設
も
あ

る
。
前
回
綱
紀
の
桑
華
字
苑
に
、
『
能
資
永
闘
車
、
高

水
一
露
。
長
顕
丸
践
に
、
宗
限
法
師
門
人
能
登
永
閑

云
々
。
能
願
云
。
能
登
永
原
永
閑
者
、
畠
山
殿
家
種
、

宗
磁
弟
子
、
.
源
氏
物
紙
風
水
一
銭
之
作
者
。
死
去
之

時
節
不
存
、
七
尾
校
合
に
て
は
無
之
。
私
云
長
顕
丸

は
貞
徳
也
。
』
と
あ
る
も
の
是
で
、
飽
順
は
梯
天
跡
枇

の
別
笛
で
あ
る
。

ヲ
バ
タ
シ
モ
ヅ
ケ
小
幡
下
野
右
京
の
子
。
磯

七
千
石
。
寛
永
十
六
年
前
田
利
常
の
小
松
隠
棲
に
従

削
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ひ
、
一
ニ
谷
に
居
た
が
、
寛
文
二
年
八
用
十
四
日
早
悦

し
て
家
断
絶
し
た
。

ヲ
バ
タ
ス
ル
ガ
小
幡
駿
河
上
野
凶
峰
城
中
.
小

幡
尾
張
守
の
孫
で
、
矢
や
・
掠
正
と
い
う
た
。
駿
河
は

前

m利
長
に
仕
へ
て
七
千
.
石
を
領
し
、
大
坂
の
役
に

も
従
う
た
。
駿
河
の
子
を
掃
隠
と
い
ひ
、
交
の
織
を

襲
い
だ
が
、
掃
・
貯
の
子
は
.
石
動
山
の
併
と
な
っ
て
家

断
絶
し
た
。

ヲ
バ
タ
ソ
ウ
セ
キ
小
幡
宗
碩
宗
祇
門
下
の
述

敏
郎
で
用
村
資
と
概
し
た
。
そ
の
綴
母
が
能
殺
の
人

で
あ
っ
た
鏡
、
異
母
弟
永
闘
と
共
に
能
殺
に
来
た
り
、

生
同
河
内
に
従
っ
た
り
し
て
ゐ
た
。
宗
限
設
句
帳
に

は
『
元
日
能
州
に
て
、
珠
洲
の
悔
の
容
や
榊
代
の
明

び
ら
け
』
『
十
周
一
日
能
向
日
に
て
、
一
枚
ぞ
み
ん
昨
日
に

し
あ
ら
ば
今
朝
の
呪
』
『
れ
州
に
て
、
谷
さ
む
み
討
を

な
ら
ぶ
る
い
ら
か
哉
』
の
句
が
あ
り
、
岸
症
の
殺
し

た
都
の
花
め
ぐ
り
に
は
『
永
正
九
年
十
周
の
と
の
凶

気
多
紳
祉
に
て
、
入
室
た
つ
み
援
や
こ
し
勝
ゆ
き
し

ぐ
れ
』
『
の
と
管
原
天
諸
宮
御
蕗
夢
二
句
、
同
々
の
さ

う
見
る
む
め
の
若
校
哉
。
ま
も
れ
一
口
闘
の
光
L

り
も
き

ょ
倉
成
』
の
作
が
見
え
る
。

ヲ
バ
タ
タ
ツ
ノ
プ
小
幡
立
信
泊
桝
左
京
・
宮

内
。
長
治
の
嫡
男
o

U
〈
残
後
共
の
勝
一
一
向
六
円
況
十

一6
ハ
内
ご
千
四
百
三
十
石
典
力
知
〉
を
製
ぎ
、
残
三
百

石
は
叔
父
又
助
長
旨
に
配
分
し
た
。
元
職
中
火
消
役
・

紳
謎
寺
前
取
火
消
に
隠
任
し
た
が
、
資
永
三
年
十
一

周
十
六
日
狂
を
病
ん
で
線
を
慨
は
れ
、
一
止
徳
一
苅
年
裂

し
た
。
但
し
十
一
周
十
九
日
そ
の
子
左
京
誠
治
新
知

二
千
.
石
を
受
け
て
、
紹
炊
せ
.
さ
る
こ
と
を
得
た
。

ヲ
バ
タ
ナ
ガ
ツ
グ
小
堀
長
次
泊
都
宮
内
、
小

幡
九
兵
衛
の
次
子
で
、
前
間
利
常
の
生
母
訴
前
院
と

義
兄
弟
で
あ
る
。
慶
長
の
末
前
刷
利
拾
に
仕
へ
て
小

小
終
と
な
り
、
次
い
で
旅
=
一
一
白
石
を
受
け
、
大
坂
陣

九
四
一


